
基本目標 県民が家庭を築き、安心して子どもを生み育てることができるとともに、

全ての子ども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会の実現

ライフ
ステージ

子育て

若者の就

学・就職
(結婚まで)

結婚・

妊娠・

出産

基盤整備

重点目標 基本施策

Ⅰ 若者の生
活基盤の確保

Ⅱ 希望する
人が子どもを
持てる基盤づく
り

Ⅲ 全ての子
ども・若者の健
やかな成長へ
の切れ目ない
支援

1 キャリア教育の推進

2 就労支援

4 結婚支援

7 安心・安全な妊娠・出産の確保と不妊治療への支援

5 働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

11 思春期保健対策の充実

6 男女共同参画の推進

21 個々の家庭に寄り添った支援の充実

8 保育の受け皿拡充、保育人材の確保、多様な保育サービスの拡充

10 居場所づくり

15 子どもの貧困・ひとり親家庭・ヤングケアラーへの支援

9 子どもの健康の確保

12 学校教育の充実

22 経済的支援の充実

14 切れ目のない保健・医療の提供

18 社会的養育体制の充実

16 障害のある子どもへの支援

20 外国人の子どもへの支援

24 地域の多様な主体との協働推進

学童期・

思春期

誕生前・

幼児期

ライフステージ

別の施策

ライフステージを

通した施策

3 悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実

13 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり

17 児童虐待防止対策の推進

19 自殺対策、犯罪などから子ども・若者を守る取組

Ⅳ 全ての子
育て家庭が安
心して子育て
ができることへ
の支援

23 子ども・若者の社会参画・意見反映の機会の充実

5 働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

6 男女共同参画の推進

8 保育の受け皿拡充、保育人材の確保、多様な保育サー ビスの拡充

15 子どもの貧困・ひとり親家庭・ヤングケアラーへの支援

再掲

25 県民・企業が一体となって応援する機運の醸成

Ⅴ 子ども・若
者とともに社会
をつくり、社会
全体で子ども・
若者・子育て
家庭を支える
ための基盤整
備

（参考）現行はぐみんプランの体系図

※下線箇所：現行はぐみんプランからの変更箇所 色塗箇所：こども大綱を受けて新設した箇所
斜体箇所：こども大綱の項目立てにはないが、引き続き項目立てを行うもの（基本施策1,20,24）

「こども大綱を勘案」について最も当てはまる箇所となる。
⇒こども大綱の章立てに倣い、
・「子育て期」を『子ども・若者支援』と『子育て家庭支援』に分ける。
・『子ども・若者支援』を更に「ライフステージ別の施策」、「ライフステージを通した施策」
に区分けする。

1 キャリア教育の推進

 2 就労支援

 3 悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実

 4 結婚支援

再掲青年期

資料３-２

Ⅳ　社会全体で子
　　ども・子育て
　　家庭を応援す
　　る基盤づくり

Ⅰ　若者の生活
　　基盤の確保

Ⅱ　希望する人が
　　子どもを持て
　　る基盤づくり

Ⅲ　すべての子ど
　　も・子育て家
　　庭への切れ目
　　ない支援

基本目標 県民が家庭を築き、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現

ライフ
ステージ

重点目標 基本施策

1 キャリア教育の推進

2 就労支援

4 結婚支援

6 働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

7 男女共同参画の推進

3 思春期保健対策の充実

5 安心・安全な妊娠・出産の確保と不妊治療への支援

8 妊娠・出産期からの切れ目ない支援の充実

10 多様な保育サービス、児童の放課後対策の拡充

23 経済的支援の充実

11 子どもの貧困・ひとり親家庭・ヤングケアラーへの支援

13 学校教育の充実

12 子どもの健康の確保

14 青少年の育成

15 児童虐待防止対策の推進

16 社会的養育の体制整備

17 障害のある子どもへの支援

18 外国人の子どもへの支援

19 子育てしやすい居住環境の整備

20 安心できるまちづくりの推進

21 地域の多様な主体との協働推進

22 県民・企業が一体となって応援する機運の醸成

子育て家庭への支

援の充実

子どもの健やかな

成長の支援

専門的な知識及び
技術を要する支援

子どもの安全な

環境の確保

9 保育の受け皿拡充と保育人材の確保

子育て

若者の就学・

就職
(結婚まで)

結婚・
妊娠・出産

基盤整備

⇒次期プランの基本施策8、10へ

⇒次期プランの基本施策3、13、19、23へ

⇒次期プランの基本施策13、19へ

⇒次期プランの基本施策10、13、19へ

※枠囲みの基本施策（10,14,19,20）について、次期プランの新規の基本施策に移行。
（一部合流あり）

⇒現行プランの基本施策８から
    名称変更


